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3. 仕事を辞めて治療に専念する

（1）退職に伴う健康保険の変更

【申請方法】
受給期間延長の手続きは、ハローワークの申請窓口のほか、代理人（委任状
が必要） または郵送によっても行うことができます。詳しくは、住所地を
管轄するハローワークにお問い合わせください。

覚えておくとよいこと


